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ベテラン投げ釣り師のみなさんは、釣り場選びにこだわりがあると思います。 

例えば、流れのはやい磯場や、誰でもが簡単に行けないような未開に近い釣り場などな

ど．．．。 

一方で、船道がある魚港は比較的に安全で駐車場にも困らない、それなりの大型魚も釣

れることから捨てがたい釣り場でもあるようです。 

ただ、よく聞く話ですが、釣り人と港の漁師さんとがトラブルになるなど、迷惑行為が釣

り禁止になった原因だ．．．と。 

私ことで恐縮ですが、港で漁師さんに挨拶をして話し込むと、皆さん親切な方が多く、釣

れるポイントや岩礁の位置などを教えて頂いたり、底引き網に掛かったオモリを頂くなど、

けっしてケンカ腰の方ばかりでは無いようです。 

水産庁漁港漁場整備部では、漁師さんたちと釣り人の交流を促進することをもとめた

『漁港における釣り利用・調整ガイドライン（案）』を昨年 6月に公表していますので、ご紹

介したいと思います。 

全日本サーフ会員が、マナー向上の先導役になれればと思います。 

今回は 1回目として、その目次のみをご紹介いたします。 
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